
様式２４ ※本様式を片面印刷しＡ４フラットファイルの先頭に綴ること。

１．官公署発行の証明書等は、複写可とする。
２．チェック欄を使用し、提出書類を確認すること。
３．特記事項がある場合は、備考欄に記載すること。
４．受領確認が必要な場合は、受領証（任意様式）
　を用意すること。（郵送の場合は、受領証様式を
　裏面に記載した返信用はがき（又は受領証及び切
　手を貼付した返信用封筒）を同封すること。）

市
内

市
外

5 系列会社についての届出書 様式６
・系列会社の有無にかかわらず提出すること。

⇒【参照】系列会社の考え方

9

10

・射水市内に主たる営業所を有する場合は、希望

履歴事項全部証明書

代表者の身分証明書
市町村
[複写可]

　写しでも可とする(変更がない場合に限る。)。

法人
の場合

注意事項
※各指定様式欄外に記載要領がある
　場合はそちらも参照すること。

・提出用につき、返却不可とする。

・印刷方法は、片面印刷とする。

4
様式５

[任意様式可]

　印とすること。

・入札、契約の締結等の権限を支店等の長へ委任

　する場合は、必ず提出すること。

・委任者の印鑑は実印とし、受任者の印鑑は使用
委任状

※建設業法上の営業所であり
　入札参加を希望する業種の
　全てについて許可を受けて
　いる営業所のみ委任可。

・射水市内に主たる営業所を有する場合は、希望

法務局
[複写可]

様式12
[任意様式可]

経営事項
審査申請時

の写し

個人
の場合

様式８
[任意様式可]

8 工事経歴書

・経営事項審査申請時に添付したものの写しであ

射
水
市
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
場
合

（

提
出
必
須
） 様式11

[任意様式可]

　であること。

○ ○

○ ○

○ ○

○ －

○ －

○ －

○ －

　り、直近２営業年度分の実績を確認できるもの

・技術職員名簿(様式10)の内訳及び記載人数並び

・経営事項審査申請時に添付した技術職員名簿の

　工種にかかわらず、必ず提出すること。

・油圧ショベルに装着するアタッチメントについ

・技術職員以外で現場代理人になりうる者を記載

　工種にかかわらず、必ず提出すること。

様式１

6 営業所一覧表

国土交通省
又は都道府県

[複写可]

　すること(実印以外も可とする。)。

⇒【参照】様式１記載例

・申請日から１年７か月以内を審査基準日とした

　有効かつ最新のものであること。

・各営業所が受けている建設業法上の許可業種を

　確認できるものであること。

・発行(証明)年月日が申請日から３か月以内のも

　のであること。
7

建設業許可証明書
(又は建設業許可通知書)

3
経営規模等評価結果通知書
・総合評定値通知書

2
建設工事
入札参加資格審査申請書

・建設業許可通知書の場合は、許可の有効期間が

　確認でき、有効であること。

国土交通省
又は都道府県

[複写可] ・健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入の

・申請者欄は実印を押印すること。

・使用印鑑届は入札等に関し使用する印鑑を押印

1
提出書類一覧表
(建設工事)

様式24

工事
(用紙Ａ４)

提出書類一覧表（建設工事）

注意事項

市使用欄（受付印）

提出書類の名称
指定様式
又は請求先

（

レ
点
）

チ
ェ
ッ

ク

商号又は名称

市使用欄（記載不要）

業者
番号

□ 継続受付

□ 新規受付

提出の

有無

　有無が「有」又は「除外」となっていること。

□ 再 受 付

業態調書
(建設工事)

技術職員名簿

技術職員以外の職員名簿

保有機械器具調書

・射水市内に主たる営業所を有する場合は、希望

　ても記載すること。

・発行(証明)年月日が申請日から３か月以内のも

　のであること。

様式10
[任意様式可]

様式９

・射水市内に主たる営業所を有する場合は、希望

○ ○

○ ○

○ ○

△ △

○ ○

　工種にかかわらず、必ず提出すること。

　を記載すること。

　工種にかかわらず、必ず提出すること。

○ ○

　に技術職員以外の職員名簿(様式11)の記載人数

　すること。



市
内

市
外

注意事項
※各指定様式欄外に記載要領がある
　場合はそちらも参照すること。

提出書類の名称
指定様式
又は請求先

（

レ
点
）

チ
ェ
ッ

ク

商号又は名称
提出の

有無

【提出の有無欄について】
１　射水市内に主たる営業所を有する場合は「市内」欄、それ以外は「市外」欄を参照すること。
２　○印は申請者が全員提出する書類であり、△印は該当者のみが提出する書類であることを示す。

国税
納税証明書 国様式

その３の２

税務署
[複写可]

13 様式20

・射水市内に主たる営業所を有する場合において

15 様式22

16

14 様式21

舗装工事に関する申請書

下水道管更生工事に関する
申請書

射
水
市
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る

場
合
（

希
望
工
種
に
よ
り
提
出
）

11

個人
の場合

・発行(証明)年月日が申請日から３か月以内のも

　のであること。

・委任先がある場合は、委任先のものとする。

⇒【参照】納税証明書提出時注意事項

土木一式(下水道管更生)

国様式
その３の３

備
考

※特記事項がある場合は記載すること。

12 税務情報の取扱いに関する同意書 様式７
・射水市内に主たる営業所又は委任先を有する場

　合は必ず提出すること。

17 Ａ４フラットファイル
任意

[色指定なし]

・上記１～16の順で綴ること。

・背表紙に申請者名(委任する場合は委任先名)を

　記載すること。⇒【参照】ファイル例

様式23

・射水市内に主たる営業所を有する場合において

　の入札に参加を希望する場合は提出すること。

工事土木一式、建築一式、電気、管、ほ装

工事

工事

　の入札に参加を希望する場合は提出すること。

・印刷方法は、片面印刷とする。

・射水市内に主たる営業所を有する場合において

　の入札に参加を希望する場合は提出すること。

ほ装

・射水市内に主たる営業所を有する場合において

○ ○

市町村
[複写可]

東京都特別区
の場合は注意

全税目に未納(滞納)が
ないことの証明書

【発行されない市町村】
直近年度分の納税証明書

法人
の場合

市町村税
完納証明書

市上水道工務課発注の管 工事

　の入札に参加を希望する場合は提出すること。

主観的事項に関する申請書

管工事に関する申請書

・発行(証明)年月日が申請日から３か月以内のも

　のであること。

⇒【参照】納税証明書提出時注意事項

○ ○

○ △

△ －

△ －

△ －

△ －

○ ○



ファイル例（工事）

・

・

・

フラットファイル（Ａ４版Ｓ型）に、提出書類一覧表の順に綴ること。

背表紙に申請者名（委任する場合は委任先名）を記載すること。

色の指定はありません。

射水市入札参加資格審査申請書

平成３１・３２年度

（建設工事）

㈱
◇
◇
工
業
射
水
営
業
所

・ 表紙に申請部門（下記参照）を記載すること。



納税証明書提出時注意事項

納税証明書Ｑ＆Ａ

請 求 先 本社の所在地を所轄する
税務署(注１)

委任先有りの場合 委任先無しの場合

委任先営業所等の
所在地の市町村(注３)

本社の
所在地の市町村(注３)

東京都特別区の法人区民税は都税事務所

可能です。詳細については、射水市収納対策課
にお問い合わせください。
収納対策課　電話　０７６６－５１－６６２０

質問

どの税目の証明が必要ですか？

完納証明書が発行されない自治体において、平成３０
年度法人市町村民税が納期限未到来により証明されな
い場合、どうすればよいですか？

完納証明書が発行されない自治体の場合、持ち分が共
有の固定資産についても証明が必要ですか？

完納証明書に納期限未到来額がありますが問題ありま
せんか？

本社から支店に入札の権限を委任する場合、どちらの
市町村税の証明が必要ですか？

支店を新設して間がないため、支店での完納証明書が
提出できない場合はどうすればよいですか？

東京２３区のように法人区民税が法人都民税に含まれ
ている場合はどうすればよいですか？

都道府県税の納税証明書の提出は必要ですか？

証明書を複写（コピー）したものを提出してもよいで
すか？

射水市の完納証明書の郵便請求は可能ですか？

提出書類一覧表の備考欄にその旨を記載し本店
のものを提出してください。

回答

不要です。ただし、東京都特別区の法人区民税
の場合は都発行の納税証明書が必要です。

必要です。

問題ありません。
なお、納期限到来で未納額がある場合は、入札
参加資格の申請はできません。

支店（委任先）のものです。

東京都特別区の場合、法人区民税の納税証明書
は都税事務所に請求してください。

納税証明書など、官公署発行の証明書について
は複写可としています。

全税目です。

平成２９年度分を提出してください。

完納証明書が発行されない自治体の場合、納税証明書
は何年度分必要ですか？

直近年度分（法人市民税等については直近事業
年度分）を提出してください。

注２

注３

注１

　東京都特別区の場合、法人区民税の納税証明書は都税事務所に請求してください。

　完納証明書（全税目に未納（滞納）がないことの証明書）が発行されない自治体の場合は、直近年度

分（法人市民税等については直近事業年度分）の納税証明書を請求してください。

　国税の納税証明書の交付請求手続きをオンラインでも行えます。詳しくは国税庁のホームページでご

確認下さい。

税 区 分

完納証明書(注２)

参　　考
【射水市の完納証明書の請求先】　本庁舎証明書発行窓口、各地区センター、収納対策課

※射水市の完納証明書については、収納対策課（℡0766-51-6620）にお問い合わせください。

有効期限 発行(証明)年月日が申請日（申請書を提出する日）から３か月以内のもの

必要書類

国税 市町村税

納税証明書(注１)

法人の場合 個人の場合 ※全税目に未納(滞納)がないことの証明書

国様式その３の３ 国様式その３の２



様式１

⑨で希望する工種
のうち右記の工種
についてのみ記載
すること。

※

⑧
営業所における
専任技術者氏名

管工事（管） ほ装工事（ほ）

土木一式工事（土） 建築一式工事（建） 電気工事（電）

※入札等の権限を委任する
　場合は、受任者の使用印
　を押印すること。
　【例】□営業所印
　　　　○営業所長印

⑩ 使用印鑑届

　右記の印鑑は、入札、
見積り、契約の締結並び
に代金の請求及び受領の
ために使用したいので届
け出ます。

法
人
使
用
印

（

実
印
以
外
も
可
）

代
表
者
使
用
印

⑨

1

2

3

5

7

8

9

射水市長　あて

注
意

本社又は委任先
の郵便番号

① －

④ 委任先の名称

（フリガナ）

⑤ 代表者又は
受任者の職氏名

本社又は委任先
の所在地

申請者 所在地又は住所

（本社） 商号 又は 名称

入札参加資格
希望工種区分

※希望工種欄に○を付け、区分欄に建設業許可の区分（般・特）を記入すること。

代表 者職 氏名

該当あり

FAX
番号

入札等の権限を委任する場合、③以外の
項目は委任先(受任者)のものを記載し、
様式５「委任状」を提出すること。

工事
(用紙Ａ４)

建設工事入札参加資格審査申請書

　平成３１・３２年度に、射水市が発注する建設工事に係る競争入札に参加する資格の審査を申
請します。
　なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

平成 年 月 日
実印

郵 便 番 号 〒

申
請
代
理
人

郵便番号 〒 ※行政書士等に委任する場合のみ記載

住 所

電話番号

氏 名 印

②

（フリガナ）

③ 商号又は名称

市使用欄

□市内

□県内

□県外

※様式６「系列会社についての届出書」に
　基づき、いずれかに○を付けること。

⑥
本社又は
委任先の

⑦ 該当なし

6

とび・土工・コンクリート

№ 区分 №

11

12

13

14

15

16

電話
番号

系列会社の
有無

10

4

タイル・れんが・ブロック

土 木 一 式

建 築 一 式

大 工

左 官

石

屋 根

電 気

管

17

18

19

20 機械器具設置

区分

鋼 構 造 物

鉄 筋

ほ 装

し ゅ ん せ つ

板 金

ガ ラ ス

塗 装

防 水

内 装 仕 上

区分

24

30

№

21

22

23

25

交通安全施設

26

27

28

29

希望工種 希望工種 希望工種

「交通安全施設」
は建設業許可には
無いが、工種とし
て入札参加を希望
する場合に○を付
けること。
【内容】
防護柵、標識等の
設置工事

※

熱 絶 縁

電 気 通 信

造 園

さ く 井

建 具

水 道 施 設

消 防 施 設

清 掃 施 設

解 体



様式１

※ ⑨で希望する工種
のうち右記の工種
についてのみ記載
すること。

管工事（管） ほ装工事（ほ）

新湊一郎 下村花子

⑧
営業所における
専任技術者氏名

土木一式工事（土） 建築一式工事（建） 電気工事（電）

下村花子 新湊一郎

工事
(用紙Ａ４)

建設工事入札参加資格審査申請書

　平成３１・３２年度に、射水市が発注する建設工事に係る競争入札に参加する資格の審査を申
請します。
　なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

平成 XX 年 XX 月

射水市長　あて 申請者 所在地又は住所 東京都○○区△△町Ｘ-Ｘ-Ｘ
（本社） 商号 又は 名称 株式会社◇◇工業

XX 日
実印

郵 便 番 号 〒 XXX-XXXX

代表 者職 氏名 代表取締役　射水　太郎
注
意

入札等の権限を委任する場合、③以外の
項目は委任先(受任者)のものを記載し、
様式５「委任状」を提出すること。

申
請
代
理
人

郵便番号 〒 ※行政書士等に委任する場合のみ記載

住 所

本社又は委任先
の郵便番号

氏 名 印
① 9 3 9 －

本社又は委任先
の所在地

② 富山県射水市新開発４１０番地１

市使用欄（フリガナ） シカクシカクコウギョウ

0 2 9 4 電話番号

（フリガナ） シンミナト　イチロウ

⑤ 代表者又は
受任者の職氏名

所長　新湊　一郎

③ 商号又は名称 株式会社◇◇工業 □市内

□県内

□県外④ 委任先の名称 射水営業所

- X X

電話
番号

系列会社の
有無0 7 6 6 - X

⑥
本社又は
委任先の ※様式６「系列会社についての届出書」に

　基づき、いずれかに○を付けること。

⑦ ○ 該当なし 該当あり

FAX
番号

0 7 6 6

X - X X X X

X X- X X

⑨
入札参加資格
希望工種区分

※希望工種欄に○を付け、区分欄に建設業許可の区分（般・特）を記入すること。

№ 区分 № 区分 № 区分希望工種 希望工種 希望工種

※ 「交通安全施設」
は建設業許可には
無いが、工種とし
て入札参加を希望
する場合に○を付
けること。
【内容】
防護柵、標識等の
設置工事

2 ○ 建 築 一 式 特 12

21 熱 絶 縁特 11 鋼 構 造 物

電 気 通 信

3 大 工

鉄 筋 22

特 23 造 園ほ 装

1

左 官 14

○ 土 木 一 式

13 ○

さ く 井

板 金5 とび・土工・コンクリート 15

し ゅ ん せ つ 24

建 具25

4

7 屋 根

ガ ラ ス6 石 16

17 塗 装

18

水 道 施 設26

27 消 防 施 設

清 掃 施 設28

交通安全施設

8 電 気

内 装 仕 上 299 ○ 管 特 19

防 水

⑩ 使用印鑑届

　右記の印鑑は、入札、
見積り、契約の締結並び
に代金の請求及び受領の
ために使用したいので届
け出ます。

法
人
使
用
印

（

実
印
以
外
も
可
）

代
表
者
使
用
印

※入札等の権限を委任する
　場合は、受任者の使用印
　を押印すること。
　【例】□営業所印
　　　　○営業所長印

30 解 体10 タイル・れんが・ブロック 20 機械器具設置

実印

登記上の所在地が異なる場合は、

余白に記載すること。

行政書士等に委任する場合のみ記載

すること。

【兼任不可】営業所における専任技術者 ≠ 工事の現場代理人、

専任を要する技術者

委任先は、建設業法上の営業所であり、

入札参加を希望する業種の全てについて

許可を受けている営業所であること。

記
載
不
要

様式６は該当の有無にかかわらず

提出すること。

記載例

申請者は委任の有無に

かかわらず本社。



様式５

射水市長　あて

　私は、下記の者を代理人と定め、射水市との間に行う契約について、下記の事項に関する

権限を委任します。

記

１　入札及び見積に関する一切の権限

２　復代理人選定に関する一切の権限

３　契約の締結及び契約の履行に関する一切の権限

４　代金の請求及び受領に関する一切の権限

代 表 者
職 氏 名

所 在 地
又 は 住 所

使用印

受 任 者 商 号
又 は 名 称（委任先）

委 任 者 商 号
又 は 名 称（ 本 社 ）

代 表 者
職 氏 名

共通
(用紙Ａ４)

委　　　任　　　状

所 在 地
又 は 住 所

実印



様式６

※系列会社の有無にかかわらず提出すること。

【記載要領】
１　この届出書は、申請日現在で作成すること。選択項目は、該当する項目欄に○を付けること。
２　系列会社等の定義については、「（参考）系列会社の考え方」を参照すること。
３　系列会社が４社以上ある場合、この様式をコピーの上利用すること。
４　重複する役員が５人以上ある場合、この様式を適宜修正して記載すること。
注　この届出書に虚偽の記載をしたり、又は重要な事実の記載をしなかった場合には、入札参加資格停止措置の対象に
　なったり、入札参加資格が取り消されることがあります。

共通
(用紙Ａ４)

系 列 会 社 に つ い て の 届 出 書

(注)系列会社はあっても、その系列会社が射水市
　　へ入札参加資格審査申請をしていない場合は
　　「該当なし」とします。

（フリガナ）

商 号
又 は 名 称

系列会社（射水市へ入札参加資格審査申請をしている会社のみ）

① ② ③

所 在 地
又 は 住 所

（以下を記載）

（記載終了）

該 当 な し

資本関係

親会社(申請者の親会社) 親会社(申請者の親会社) 親会社(申請者の親会社)

子会社(申請者の子会社)

資 本 関 係

人 的 関 係人 的 関 係

子会社(申請者の子会社) 子会社(申請者の子会社)

親会社が同じ子会社同士 親会社が同じ子会社同士 親会社が同じ子会社同士

資 本 関 係該 当 す る
関 係

系列会社
での役職名

申 請 者
での役職名

系列会社
での役職名

申 請 者
での役職名

3

役員の氏名

2

役員の氏名

1

役員の氏名

代表取締役 取　締　役

代表取締役 取　締　役

代表取締役 取　締　役

代表取締役

（

重
複
す
る
役
員
の
み
「

氏
名
」
、
「

役
職
名
」

を
記
載
） 代表取締役

4

役員の氏名

代表取締役 取　締　役 代表取締役

取　締　役

代表取締役 取　締　役

取　締　役

系列会社
での役職名

申 請 者
での役職名

取　締　役

代表取締役 取　締　役

取　締　役 代表取締役 取　締　役 代表取締役 取　締　役

代表取締役 取　締　役

代表取締役 取　締　役

取　締　役 代表取締役

代表取締役

取　締　役 代表取締役 取　締　役

代表取締役 取　締　役 代表取締役

該 当 あ り

系列会社に
関する事項

系列会社
の 有 無

申 請 者
での役職名

資 本 関 係

人 的 関 係

代 表 者
職 氏 名

系列会社
での役職名

取　締　役

「資本関係」の場合

「人的関係」の場合 ※社外取締役、定款により業務を執行しない取締役、監査役及び執行役員は対象外

代表取締役

代表取締役 取　締　役 代表取締役 取　締　役

取　締　役

取　締　役 代表取締役

取　締　役

代表取締役

代表取締役



（参考）系列会社の考え方

　下記に定める資本関係又は人的関係のある会社は、系列会社と見なす。
　系列会社は、いずれか１社のみの入札参加となる。
　　※資本関係及び人的関係により、ある会社が他の会社の営業上の意思を左右できる状況にあるため。

【同一入札への参加が制限される事例】

(1)資本関係

以下のいずれかに該当する２者の場合には、同一入札に参加することはできません。

①親会社と子会社の関係にある場合

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

※子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

(2)人的関係

以下のいずれかに該当する２者の場合には、同一入札に参加することはできません。

①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

②一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

※①については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

(3)その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合

その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

○ ○

人的関係資
本
関
係

資本関係あり
(親会社、子会社等)

③取締 役兼任
Ａ 社 Ｄ 社 人的関係あり

(役員等の兼任)

同一入札への参加
を制限

役員等の兼任

②親会社が同じ子会社同士
※１者を除いて辞退すれば残る１者は参加可能

親会社・子会社の定義 役員の定義

会社法第２条第３号及び第４号に規定する親会社、子会社。 ① 代表取締役（会社の代表権を有する取締役）

①親子関係

基
　
準

　射水市の入札参加資格を有する者の範囲で次の関係を有する
場合。Ｂ 社 Ｃ 社

① 親会社と
子会社の関係

② 親会社を同じく
する子会社同士

③

申請者 親会社 子会社

Ｂ社 Ａ社 － Ｂ社

　　　　ない取締役を除く）
＜ケース１＞

③ 管財人（会社更生法又は民事再生法の規定による）
　Ａ社はＢ社の「親会社」
　Ｂ社はＡ社の「子会社」Ａ社

Ｂ社の
議決権の
過半数

※監査役、会計参与及び執行役員は｢役員｣の対象外

人的関係あり
Ｂ社 Ａ社 －

② 取締役（社外取締役及び定款により業務を執行し

取締役兼任代表取締役 ａ氏 取締役 ａ氏
＜ケース２＞

＜ケース１＞

Ｂ社

＜ケース３＞
Ｃ社の

議決権の
４割

申請者 親会社 子会社

　Ｂ社はＡ社の「子会社」であり、親会社
であるＡ社及び子会社であるＢ社が、Ｃ社
の議決権の過半数（２割＋４割）を有する
ことから、会社法第２条の規定により、Ａ
社はＣ社の「親会社」と見なされ、Ｃ社は
Ａ社の「子会社」と見なされる。

＜ケース２＞Ｂ社の
議決権の
過半数

Ａ社

Ｃ社の
議決権の

２割

役員兼任の
対象外

代表取締役

人的関係なし

人的関係なし

Ａ社 Ｂ社

＜ケース３＞ ○ その他入札の適正さが阻害されうると認められ
る場合の例　Ｂ社はＡ社の「子会社」であり、子会社

であるＢ社がＣ社の議決権の過半数を有す
ることから、会社法第２条の規定により、
Ａ社はＣ社の「親会社」と見なされ、Ｃ社
はＡ社の「子会社」と見なされる。

Ａ社 ＜ケース１＞Ｂ社の
議決権の
過半数

Ｃ社
Ｂ社 Ａ社 －

役員兼任の
対象外

Ｃ社 Ａ社 － 取締役 ａ氏

Ａ社 － Ｂ社、Ｃ社

人的関係あり

取締役 ｋ氏

Ｂ社

親会社 子会社
＜ケース２＞Ａ社 － Ｂ社、Ｃ社

Ｂ社 個人事業主が
Ｍ社役員兼任

Ｃ社の
議決権の
過半数

個人事業主 ｋ氏
申請者

人的関係あり

個人事業Ｋ Ｍ社

支配人 ｊ氏 取締役 ｊ氏

個人事業Ｋ Ｎ社
Ｃ社

Ｂ社 Ａ社 Ｃ社
Ｃ社 Ａ社､Ｂ社 －

支配人が
Ｎ社役員兼任

Ａ社 Ｂ社

Ａ社
民事再生手続
開始決定済

取締役 ａ氏

ｂ氏 監査役 ｂ氏



様式７

※射水市内に主たる営業所又は委任先を有する場合は提出すること。

射水市長　あて

　私は、入札参加資格審査に必要な市税の納税情報等について、射水市が保管する私の税務

情報を貴職が確認することに同意します。

年 月 日

※　この同意書は、資格審査以外の目的には使用しません。

※　射水市内に主たる営業所又は委任先を有する場合に提出して下さい。

印

商 号
又 は 名 称

共通（市内）
(用紙Ａ４)

税務情報の取扱いに関する同意書

平成

申請者 ( 本社 )

又 は 受 任 者

※射水市内に委任先を
　有する場合は受任者
　のものを記載

代 表 者
職 氏 名

所 在 地
又 は 住 所



様式８

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

【記載要領】
１　本表は、申請日現在で作成すること。
２　「営業所名称」欄は、経営事項審査を受けた建設業の許可を有する全ての本店又は支店等営業所の名称を記載する
　こと。
３　「所在地」欄は、営業所の所在地を記載すること。
４　「電話番号・ＦＡＸ番号」欄は、上段に電話番号を、下段にＦＡＸ番号を記載することとし、市外局番、市内局番
　及び番号は、「－（ハイフン）」で区切ること。
５　「建設業許可業種」欄は、「営業所名称」欄に記載した営業所に対応する建設業許可業種の欄に○を付けること。

2

工事
(用紙Ａ４)

営　　業　　所　　一　　覧　　表

電話番号（上段）

建設業許可業種

営　業　所　名　称

1

№
 FAX番号（下段）

5

建設業許可業種

建設業許可業種

3

建設業許可業種

4

建設業許可業種

7

建設業許可業種

6

建設業許可業種

9

建設業許可業種

8

建設業許可業種

10

建設業許可業種

所　　在　　地郵 便 番 号



様式９

※射水市内に主たる営業所を有する場合は提出すること。

1 1 1
人

2 1 2
人

1 1 3
人

2 1 4
人

2 1 5
人

2 1 6
人

1 2 0
人

2 2 1
人

2 2 2
人

2 2 3
人

1 2 7
人

2 2 8
人

1 2 9
人

2 3 0
人

1 3 3
人

2 3 4 人

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の所持者数
人

「様式10　技術職員名簿」の記載人数
人

「様式11　技術職員以外の職員名簿」の記載人数 人

【記載要領】
１　「有資格技術職員内訳」の人数欄は、申請日時点で在籍している有資格技術職員の内訳について記載すること。
２　「監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の所持者数」は、「経営事項審査申請書」＜別紙二＞の技術職員
　名簿の「監理技術者資格者証交付番号」欄に同交付番号が記載されている技術者で監理技術者講習修了証を所持して
　いる技術者を集計し、合計人数を記載すること。
３　「様式10　技術職員名簿の記載人数」欄及び「様式11　技術職員以外の職員名簿の記載人数」欄は、各名簿に記載
　した職員の合計人数を記載すること。

管工事施工管理技士
１ 級

２ 級

造 園 施 工 管 理 技 士
１ 級

２ 級

建 築 施 工 管 理 技 士

１ 級

建 築

２ 級 躯 体

電気工事施工管理技士
１ 級

２ 級

薬 液 注 入

仕 上 げ

施
工
管
理
技
士

建 設 機 械 施 工 技 士
１ 級

２ 級

土 木 施 工 管 理 技 士

１ 級

土 木

２ 級 鋼構造物塗装

検　定　種　目 級別・種別・資格区分コード 人数

工事（市内）
(用紙Ａ４)

業 態 調 書 （ 建 設 工 事 ）

有資格技術職員内訳



様式１０

※射水市内に主たる営業所を有する場合は提出すること。

№

【記載要領】
１　申請日現在、現場に配置可能な職員（代表者を含む）のみ記載すること。
２　「有資格区分コード」欄は、「（別表）技術職員　資格区分コード表」に基づいて記載すること。
　　００１～００４の場合は、「実務経験業種」欄に担当業種を記載すること
３　「担当業種区分」欄は、資格及び実務経験等により対応可能な担当業種（建設業許可業種の略号）を記載すること。 
４　経営事項審査申請時に添付した名簿の写しでも可とする（変更がない場合に限る。）。
５　本表に記載した職員の合計人数を様式９「業態調書（建設工事）」に記載すること。

17

16

19

18

15

20

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

4

2

3

工事（市内）
(用紙Ａ４)

技　　術　　職　　員　　名　　簿

有資格区分
コード

担当業種区分
（略号）

1

監理技術者
資格者証
交付番号

氏　　名 生年月日
実務経験

業種



（別表）技術職員　資格区分コード表

コード 資格区分 コード 資格区分

００１ 法第７条第２号イ該当【指定学科卒業後３年又は５年の実務経験】 １７５ 給排水衛生設備配管（１級）

００２ 法第７条第２号ロ該当【１０年以上の実務経験】 ２７５ 給排水衛生設備配管（２級）【３年】

１７６ 配管・配管工（１級）

００３ 法第１５条第２号ハ該当【同号イと同等以上：大臣認定者】 ２７６ 配管・配管工（２級）【３年】

００４ 法第１５条第２号ハ該当【同号ロと同等以上：大臣認定者】 １７０ 建築板金「ダクト板金作業」（１級）

２７０ 建築板金「ダクト板金作業」（２級）【３年】

１１１ １級建設機械施工技士 １７７ タイル張り・タイル張り工（１級）

２１２ ２級建設機械施工技士（第１種～第６種） ２７７ タイル張り・タイル張り工（２級）【３年】

１１３ １級土木施工管理技士 １７８ 築炉・築炉工（１級）・れんが積み

２１４ ２級土木施工管理技士（土木） ２７８ 築炉・築炉工（２級）【３年】

２１５ ２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装） １７９ ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

２１６ ２級土木施工管理技士（薬液注入） ２７９ ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）【３年】

１２０ １級建築施工管理技士 １８０ 石工・石材施工・石積み（１級）

２２１ ２級建築施工管理技士（建築） ２８０ 石工・石材施工・石積み（２級）【３年】

２２２ ２級建築施工管理技士（躯体） １８１ 鉄工・製罐（１級）

２２３ ２級建築施工管理技士（仕上げ） ２８１ 鉄工・製罐（２級）【３年】

１２７ １級電気工事施工管理技士 １８２ 鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）

２２８ ２級電気工事施工管理技士 ２８２ 鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）【３年】

１２９ １級管工事施工管理技士 １８３ 工場板金（１級）

２３０ ２級管工事施工管理技士 ２８３ 工場板金 (２級)【３年】

１３３ １級造園施工管理技士 １８４ 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」（１級）

２３４ ２級造園施工管理技士 ２８４ 板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」（２級）【３年】

１８５ 板金・板金工・打出し板金（１級）

１３７ １級建築士 ２８５ 板金・板金工・打出し板金（２級）【３年】

２３８ ２級建築士 １８６ かわらぶき・スレート施工（１級）

２３９ 木造建築士 ２８６ かわらぶき・スレート施工（２級）【３年】

１８７ ガラス施工（１級）

１４１ 建設・総合技術監理（建設） ２８７ ガラス施工（２級）【３年】

１４２ 建設「鋼構造及びコンクリート」･総合技術監理（建設「鋼構造及びコンクリート」） １８８ 塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

１４３ 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」） ２８８ 塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）【３年】

１４４ 電気電子・総合技術監理（電気電子） １８９ 建築塗装・建築塗装工（１級）

１４５ 機械・総合技術監理（機械） ２８９ 建築塗装・建築塗装工（２級）【３年】

１４６ 機械「流体機械」又は「熱工学」･総合技術監理（機械「流体工学」又は「熱工学」） １９０ 金属塗装・金属塗装工（１級）

１４７ 上下水道・総合技術監理（上下水道） ２９０ 金属塗装・金属塗装工（２級）【３年】

１４８ 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」） １９１ 噴霧塗装（１級）

１４９ 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」） ２９１ 噴霧塗装（２級）【３年】

１５０ 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」） １６７ 路面表示施工

１５１ 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」） １９２ 畳製作・畳工（１級）

１５２ 衛生工学・総合技術監理（衛生工学） ２９２ 畳製作・畳工（２級）【３年】

１５３ 衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」） １９３ 内装仕上げ施工･カーテン施工･天井仕上げ施工･床上げ施工･表装･表具･表具工（１級）

１５４ 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」） ２９３ 内装仕上げ施工･カーテン施工･天井仕上げ施工･床上げ施工･表装･表具･表具工（２級）【３年】

１９４ 熱絶縁施工（１級）

１５５ 第１種電気工事士 ２９４ 熱絶縁施工（２級）【３年】

２５６ 第２種電気工事士【３年】 １９５ 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

２５８ 電気主任技術者（第１種～第３種）【５年】 ２９５ 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）【３年】

２５９ 電気通信主任技術者【５年】 １９６ 造園（１級）

２９６ 造園（２級）【３年】

２６５ 給水装置工事主任技術者【１年】 １９７ 防水施工（１級）

２９７ 防水施工（２級）【３年】

１６８ 甲種消防設備士 １９８ さく井（１級）

１６９ 乙種消防設備士 ２９８ さく井（２級）【３年】

１７１ 建築大工（１級） ０６１ 地すべり防止工事【１年】

２７１ 建築大工（２級）【３年】 ０４０ 基礎ぐい工事

１６４ 型枠施工（１級） ０６２ 建築設備士【１年】

２６４ 型枠施工（２級）【３年】 ０６３ 計装【１年】

１７２ 左官（１級） ０６０ 解体工事

２７２ 左官（２級）【３年】 ０６４ 基幹技能者

１５７ とび・とび工（１級） ０９９ その他

２５７ とび・とび工（２級）【３年】

１７３ コンクリート圧送施工（１級）

２７３ コンクリート圧送施工（２級）【３年】

１６６ ウェルポイント施工（１級）

２６６ ウェルポイント施工（２級）【３年】

１７４ 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）

２７４ 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（２級）【３年】

その他

(備考) 資格区分右端の【　　】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格
後に建設業法第７条第２号ハ該当となるために必要とされている実務経験年数。

建築士法による

実務経験による 職業能力開発促進法による（続き）

大臣認定による

建設業法（技術検定）による

技術士法による

電気工事士法・電気事業法・電気通信事業法による

水道法による

消防法による

職業能力開発促進法による



様式１１

※射水市内に主たる営業所を有する場合は提出すること。

№

【記載要領】
１　申請日現在、建設業に従事する職員（兼業事業に従事する使用人及び非常勤職員を除く）のうち、技術職員以外で
　現場代理人になりうる者を記載すること。
２　雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者とし、労務者（常用労務者を含む。）又はこれに準ずる者
　を除くこと。
３　本表に記載した職員の合計人数を様式９「業態調書（建設工事）」に記載すること。

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

工事（市内）
(用紙Ａ４)

技 術 職 員 以 外 の 職 員 名 簿

氏　　名 採用年月 従　事　内　容



様式１２

※射水市内に主たる営業所を有する場合は提出すること。

【記載要領】
１　申請日現在、保有している機械器具の内容を記載すること。
２　油圧ショベルに装着するアタッチメントについても記載すること。

工事（市内）
(用紙Ａ４)

保　有　機  械  器  具  調  書

種　　別 名　　称 型式・性能 数量 備　　考



様式２０ 土木一式、建築一式、電気、管、ほ装工事（市内）

１　申請日現在の状況を記入すること。
２　○印及び数字は、各項目の指示に従い記入すること。
３　表中「注意」は、注意事項を、「添付」は、提出が必要な添付書類を示す。
４　添付書類は、全てＡ４サイズ（両面印刷可）とすること。
　　※本申請書（様式20）は、片面印刷とする。

主 観 的 事 項 に 関 す る 申 請 書
注意事項

１　表彰 平成２９・３０年度
土木
一式

建築
一式

電気

(用紙Ａ４)

ほ装管電気
建築
一式

土木
一式

市使用欄
(記載不要)

※射水市内に主たる営業所を有する場合において、土木
　一式、建築一式、電気、管、ほ装工事のいずれかの入
　札に参加を希望する場合は提出すること。

管 ほ装

局長表彰

県
・
市
・
土
地
改
良
区
発
注

建
設
優
良
工
事
表
彰

本庁表彰

知 事 賞

　平成２９・３０年度における、
国及び県等の建設工事表彰（共同
企業体での表彰を含む。）を受け
た場合は、該当する箇所に○印を
記入すること。

国
発
注

優良(維持修繕)
工事表彰

部 長 賞

事務所長
表　　彰

※　表彰により、工種ごと（安全
　管理優良受注者表彰は全ての工
　種）に配点します。

注意

　表彰を受けた年度に注意する
こと。（工事完成年度ではなく
表彰状に記載の表彰日の属する
年度となる。）

企業局表彰
公営企業
管理者賞

安全管理
優良受注者表彰

局長表彰

２　環境への取組

　エコアクション２１（環境省が策定した環境マネジメントシステムをいう。）を取
得している場合は、○印を記入すること。

注意 　対象は、入札参加資格を得ようとする営業所とする。

添付 　表彰状の写し 良　　賞

　複数の表彰を受けた場合は、
全てについて記入すること。

優 秀 賞

土木センター
管内協議会表彰

・
農林振興

センター表彰

最優秀賞

　平成２９・３０年度における、市との除雪業務の
受託契約を締結した場合は、道路除雪作業委託契約
書記載の除雪機械（排雪トラックを除く。）につい
て、「借上」「貸与」の台数を記入すること。

※　経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
　に記載の土木一式、建築一式、電気、管、舗装の
　技術職員数（１級・２級・その他技術者の計）に
　より、工種ごとに按分して配点します。

添付 　認証・登録証の写し（ＩＳＯ１４００１は対象外のため注意すること。）

３　除雪業務の受託契約
平成
２９
年度

契約期間：H29.12.1～H30.3.31

借上
の台数

除雪機械及び
オペレーター

の提供 台

貸与
の台数

オペレーター
の提供のみ

台

人 人

台

注意 　契約期間（年度）に注意すること。 貸与
の台数

オペレーター
の提供のみ

平成
３０
年度

契約期間：H30.12.1～H31.3.31

台添付 　道路除雪作業委託契約書の写し

借上
の台数

除雪機械及び
オペレーター

の提供

人 人 人

市使用欄
(記載不要)

土木一式 建築一式 電気 管 ほ装 計

人

記入欄



土木一式、建築一式、電気、管、ほ装工事（市内）

※片面印刷とすること。

５　元気とやま！子育て応援企業への登録

　「元気とやま！子育て応援企業」として登録を受け、公表されている場合は、○印
を記入すること。

添付 　登録されたことが確認できる書類の写し

４　消防団協力事業所の認定

　射水市消防団協力事業所表示制度実施要綱（平成１９年射水市告示第４１号）に基
づく「消防団協力事業所」の認定を受けている場合は、○印を記入すること。

添付 　消防団協力事業所表示証の写し

(用紙Ａ４)

添付
　障害者手帳等の写し

　※使用目的について、本人に了承を得た上で添付すること。

(2) 障がい者の雇用義務がない場合 記入欄

　障がい者の雇用義務はないが、障がい者を１人以上、雇用している。
　（該当する場合は総従業員数も記入すること。）

※　障がい者とは、身体障害者１～６級、知的障害者Ａ・Ｂ、精神障害者１～３級
　を指す。
※　雇用保険の被保険者に限る。なお、代表者及び役員で雇用保険に加入していな
　い者は含めないこと。

総従業員数

記入欄

記入欄

７　保護観察対象者等の雇用

　平成２９・３０年度において、協力雇用主として富山保護観察所に登録し、更生保
護法（平成１９年法律第８８号）第４８条に規定する保護観察対象者又は同法第８５
条に規定する更生緊急保護を受けた者を３月以上雇用した場合（同法８５条第４項に
規定する期間において雇い入れた場合に限る。)は、○印を記入すること。

添付 　協力雇用主及び保護観察対象等の雇用に関する証明書（富山保護観察所発行）

注意 　対象は、入札参加資格を得ようとする営業所とする。

記入欄

６　障がい者雇用

　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第４３条第１項に規定する
障がい者の雇用義務について、次のいずれかに該当する場合は、○印を記入すること。

(1) 障がい者の雇用義務がある場合 記入欄

　法定雇用率を満たす数以上の障がい者を雇用している。

添付
　公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書」（平成３０年６月１日
現在の状況を記載し、職業安定所の受付印のあるもの）の写し

人



様式２１ 市上水道工務課発注の管工事（市内）

【記載要領】
１　上記Ａは営業所における管工事の専任技術者、上記Ｂは営業所における管工事の専任技術者以外の技術者のうち、
　上記①から④のいずれかの資格を有する者及びその合計人数について記載すること。
２　上記①から④は指名業者選定の際の参考とするので、もれなく記載すること。
３　各資格欄には、交付番号及び取得日を記入し、各資格ごとに登録証又は技術者証(免状)の写しを添付すること。

(用紙Ａ４)

管 工 事 に 関 す る 申 請 書

区
分

№ 氏　　　名

(公社)日本水道協会の配水管技能者 給水装置工事
主任技術者大口径管登録者 耐震継手登録者 一般継手登録者

① ② ③ ④

Ａ　営業所における管工事の専任技術者（合計人数に含めないこと。）

専
任

Ｂ　営業所における管工事の専任技術者以外の技術者

1

3

2

5

4

7

6

9

8

11

10

12

人 人

※射水市内に主たる営業所を有する場合において、市上水道工務課発注の管工事の入札に参加を希望する場合は提出
　すること。

合　計　人　数
※営業所専任技術者
　（管工事）を除く 人 人

15

14

13



様式２２ ほ装工事（市内）

※射水市内に主たる営業所を有する場合において、ほ装工事の入札に参加を希望する場合は提出すること。

１　舗装工事関係機械調書

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

【記載要領】
１　申請日現在、舗装工事の現場に配置可能な舗装工事関係機械（常時配置、常時使用のものに限る。）について記載
　すること。
２　この様式１枚で記載しきれない場合は、適宜コピーするなどして全て記載すること。
３　「所有形態」欄は、該当する形態に○を付けること（リースの場合は、リース期間が３年以上であること。）。
４　車検証の写し、特定自主検査票の写し及び写真を添付すること。
　　なお、リースの場合は、リース会社、期間及び車台番号が分かる契約書の写しも併せて添付すること。

２　舗装工事関係機械オペレーター調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

【記載要領】
１　申請日現在、舗装工事の現場に配置可能なオペレーター（入札参加資格を得ようとする営業所において、常時雇用
　する者に限る。）について記載すること。
２　「法令による免許」欄は、取得している免許名を記載するとともに、免許証（大型特殊免許証等）の写し及び技能
　講習修了証書の写しを添付すること（記載した職員の番号順になるよう整理して添付すること。）。

※３年
　以上

リース

法令による免許入社年月日№

種別経験年数

ア
ス
フ
ァ

ル
ト

フ
ィ

ニ
ッ

シ
ャ
ー

モ
ー

タ
ー

グ
レ
ー

ダ
ー

マ
カ
ダ
ム
ロ
ー

ラ

タ
イ
ヤ
ロ
ー

ラ

氏　　名

※11人以上の場合、適宜コピーするなどして全て記載すること。

その他
(振動ローラ等)

タイヤローラ
(８ｔ以上)

マカダムローラ
(10ｔ以上)

モーター
グレーダー
(3.1ｍ以上)

アスファルト
フィニッシャー
(3.1ｍ以上)

(用紙Ａ４)

舗 装 工 事 に 関 す る 申 請 書

所有形態

自社
所有

規　　格

※舗装幅、
　車両総重量等

機　　種 №
自動車

登録番号
メーカー名 型　　式 車体番号



様式２３ 下水道管更生工事（市内）

１　下水道管更生工法

【記載要領】
１　申請日現在の状況を記載すること。（複数記載可）
２　記載事項を証明する書類（管更生工法の協会等の会員証等の写し）を添付すること。

２　技術職員等

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

【記載要領】
１　申請日現在、管更生工事の現場に配置可能な職員について記載すること。
２　記載する職員は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習の受講者であること。（必須条件）
３　管更生工法の協会等が実施する講習の受講者に○を付けること。
４　上記２及び３を証する書類（受講修了証等の写し）を添付すること。

３　施工実績

№

年 月 日

年 月 日

年 月 日

【記載要領】
１　平成２１年１月以降の富山県内における実績について、主なものを最低１件記載すること。
２　発注者が射水市以外の場合は、記載事項を証する書類（工事カルテ、契約書等の写し）を添付すること。

2

(契約年月日) 平成 (千円)

平成

(契約年月日)

発注者 工　　法

必須

必須

必須

氏　　名

3

1

平成

工　　事　　名

受講の有無

(契約年月日)

必須

必須

(用紙Ａ４)

工法名

№ №

下水道管更生工事に関する申請書

必須

必須

必須

酸素欠乏・硫化
水素危険作業

主任技能講習の
受講者

必須

必須

必須

必須

必須

酸素欠乏・硫化
水素危険作業

主任技能講習の
受講者

氏　　名

受講の有無

管更生工法の
協会等が実施
する講習の

受講者

管更生工法の
協会等が実施
する講習の

受講者

※射水市内に主たる営業所を有する場合において、下水道管更生工事の入札に参加を希望する場合は提出すること。

(千円)

(千円)

契約金額

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須


